
福岡県環境総合基本計画の進行管理の考え方

　福岡県環境総合基本計画（計画期間：平成 15 年度～24 年度）の進捗状況については、

毎年度、進行管理を行い、その評価を行ってきました。

　この章では、計画の最終年度である平成 24 年度の進捗状況を取りまとめています。

・ビジョン、計画目標の設定
・目標達成に向けたシナリオの設定（施策体系）（県民・民間団体・事業者の取組例）

福岡県環境総合基本計画の策定（平成15年3月）

計画を踏まえた施策・取組の
実施と取組状況等の把握
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①県内の環境の現状

②環境負荷の状況

③環境関連施策の実施または検討状況

④環境保全活動に関する情報

ステップ２

福岡県環境対策協議会において、
進捗状況を点検・評価

[ 計画の進捗状況の点検・評価 ]
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環境の状況等に関する年次報告

として取りまとめ、福岡県環境

保全に関する条例に基づき議会

に報告するとともに環境白書と

して公表

[ 計画の進捗状況の公表 ]
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○ 計画の進捗状況の評価を踏まえた施
策の検討

○ 環境対策協議会及び部会を活用した
環境政策の全庁的推進
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情報提供

情報交換（通年）

報　告

意　見

公　表

提　言

情報の共有化

協働した取組促進

○市町村
　　管内の環境の現状
　　環境関連施策の実施状況など

○環境保全活動に取り組んでいる

　民間団体や事業者など

　環境保全活動に関する情報など

○福岡県議会

○福岡県環境審議会

○福岡県環境県民会議

○各市町村など行政機関

○県民・民間団体

○事業者

計画の進捗状況をはじめ
環境情報の共有化による
環境保全活動の促進

情報の共有化と活用

[環境保全に向けた取組促進]
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１ 計画指標（目標）の達成状況の概要 

 計画指標（目標）は、数値目標型指標（26 項目）と方向提示型指標（38 項目）の 2 種類

があり、数値目標型指標については目標値との比較、方向提示型指標については目指す方向

との一致性により評価を行っています。 

平成 24 年度末の指標の達成状況は表に示すとおり、64 項目の指標のうち 55 項目(85.9％)

が目標達成又は向上となっています。 

 

 

 

※評価の判断基準については、P.163 を参照してください。 

計画指標（目標）の達成状況の概要 

達成
（◎)

向上
(○)

横ばい
（△）

後退
（×）

①　生物多様性の保全、希少野生生物の保護 1 1 100%

②　森林環境の保全・適正利用 3 1 1 5 80%

③　身近な自然の保全・再生 2 2 100%

④　まちの緑、水辺の保全・創造 3 1 4 75%

⑤　自然とのふれあいの推進 1 1 100%

小計 10 1 1 1 13 85%

①　きれいな空気の確保 1 1 2 4 50%

②　静かな居住環境の確保 1 1 100%

③　水環境の保全（健全な水循環の確保） 1 4 5 100%

④　土壌環境の保全 1 1 100%

⑤　化学物質の適正な管理 2 2 100%

⑥　快適な生活環境の創造 1 1 100%

小計 6 6 2 14 86%

①　廃棄物等の発生の抑制 5 1 6 83%

②　リユース・リサイクルの推進 1 4 5 100%

③　技術開発の促進と環境産業の育成 1 1 100%

④　一般廃棄物の適正処理の推進 1 1 0%

⑤　産業廃棄物の適正処理の推進 1 1 100%

⑥　不法投棄の防止 1 1 100%

小計 9 4 2 15 87%

①　温室効果ガスの排出削減（省エネルギー社会の形成） 2(1) 1 3 6(1) 50%

②　温室効果ガス吸収源の確保 (1) (1) (1) (3) -

③　フロンガス対策、酸性雨対策 1 1 100%

④　環境国際協力の推進 3 3 100%

小計 6(2) 1(1) (1) 3 10(4) 70%

①　環境教育、環境学習の推進 4 4 100%

②　環境情報のネットワーク化と活用 2 2 100%

③　自主的取組の促進とパートナーシップ 6 6 100%

小計 12 12 100%

43(2) 12(1) 1(1) 8 64(4) 86%

（　）内の数値は、再掲の項目数

４ 地球環境
問題への取組

５ 各主体の
自主的な環境
保全の取組と
ネットワーク
化

評価

合計24のテーマ
達成・
向上率

合計

5つの柱

１ 自然環境
の保全と創造

２ 生活環境
の保全

３ 循環型社
会の形成

※評価の判断基準については、P163を参照してください。
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２ テーマごとの進



２ テーマごとの進捗と今後の対応 

(1) 自然環境の保全と創造 

①生物多様性の保全、希少野生生物の保護 

◎：地域の自然を代表する動植物種が確認された地点数 目標＝増加を目指す 

 1 か所（平成 18 年度）→累計 78 か所（平成 24 年度） 

 

「地域の自然を代表する動植物種が確認された地点数」は増加傾向にあります。 

計画期間中においては、鳥獣保護区の指定やビオトープづくり等の自然再生事業を実施して

きました。生物多様性の保全、希少野生生物の保護のため、平成 24 年度に策定した福岡県生物

多様性戦略に基づく施策を推進していきます。 

 

②森林環境の保全・適正利用 

◎：森林率 目標値＝45％ 

45％（平成 13 年度）→45％（平成 24 年度） 

◎：民有林間伐面積 目標値＝5,000 ha/年 

4,553ha/年（平成 13 年度）→5,532 ha/年（平成 24 年度） 

◎：森林ボランティア団体の数 目標値＝50 団体 

28 団体（平成 13 年度）→125 団体（平成 24 年度） 

○：長期育成循環施業面積 目標値＝500 ha/年 

6ha/年（平成 13 年度）→48ha/年（平成 24 年度） 

△：民有林造林面積 目標値＝600 ha/年 

371 ha/年（平成 13 年度）→376 ha/年（平成 24 年度） 

 

5 つの指標のうち 3 つの指標が目標達成となっており、森林環境の保全・適正利用が進んで

います。 

計画期間中においては、保安林の指定や造林補助事業等による森林整備の推進等を実施して

きました。今後とも、水源の涵養や生物多様性の保全などの多面的な働きを持つ森林を保全す

るため、森林・林業基本計画等に基づく施策を推進していきます。 

 

③身近な自然の保全・再生 

◎：市民農園学童農園設置数 目標値＝220 か所（平成 17 年度） 

171 か所（平成 12 年度）→258 か所（平成 24 年度） 

◎：生態系に配慮した工法による整備後、地元などによる維持管理が行われているか所数 

 目標＝増加を目指す 

 3 か所（平成 14 年度）→18 か所（平成 24 年度） 

 

2 つの指標いずれも目標達成となっており、身近な自然の保全・再生が進んでいます。 

計画期間中においては、里山保全活動の促進や河川整備における多自然工法の推進等を実施

してきました。身近な自然の保全・再生のため、福岡県生物多様性戦略に基づく施策を推進し

ていきます。 

 

④まちの緑、水辺の保全・創造 

◎：都市公園の面積 目標＝増加を目指す 

3,880.2ha（平成 13 年度）→4,529.2ha（平成 23 年度） 

◎：緑化した道路の割合 目標＝増加を目指す 

5.4％（平成 12 年度）→7.9％（平成 24 年度） 

◎：緑の基本計画策定市町村数 目標＝増加を目指す 

 16 市町村（平成 13 年度）→23 市町村（平成 23 年度） 

×：住宅地などでの緑地協定締結数 目標＝増加を目指す 

103 か所（平成 12 年度）→93 か所（平成 23 年度） 

 

4 つの指標のうち 3 つの指標が目標達成となっており、まちの緑、水辺の保全・創造が進ん

でいます。 

 計画期間中においては、都市公園の整備や道路緑化の推進等を実施してきました。緑地協定

は市町村長による認可で行われるため、今後も、公園緑地の講習会等において市町村に対する

啓発活動を行うとともに、まちの緑、水辺の保全・創造に必要な施策を実施していきます。 

 

⑤自然とのふれあいの推進 

◎：自然とのふれあい活動団体の数 目標＝増加を目指す 

36 団体（平成 20 年度）→46 団体（平成 24 年度） 

 

「自然とのふれあい活動団体の数」は増加傾向にあります。 

計画期間中においては、自然体験施設の運営管理や自然保護パンフレットの発行等を実施し

てきました。今後も、県民が自然とふれあえるよう、必要な施策を実施していきます。 

 

(2) 生活環境の保全 

①きれいな空気の確保 

◎：低公害車普及台数 目標＝増加を目指す 

2,082 台（平成 13 年度）→106,104 台（平成 24 年度） 

○：大気汚染に係る環境基準達成率（SPM、NO2） 目標値＝環境基準の達成・維持を図る 

55.0％：全地点（平成 13 年度）→99.1％：全地点（平成 24 年度） 

×：鉄道利用者数 目標＝増加を目指す 

443 百万人（平成 12 年度）→442 百万人（平成 23 年度） 

×：バス利用者数 目標＝増加を目指す 

295 百万人（平成 12 年度）→272 百万人（平成 23 年度） 
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4 つの指標のうち「低公害車普及台数」については目標を達成しましたが、モータリゼーシ

ョンの進行等により「鉄道利用者数」及び「バス利用者数」については、初期値から減少して

います。 

計画期間中においては、大気汚染状況の測定や事業場等に対する指導等を実施しており、二

酸化硫黄や二酸化窒素（ＮＯ2）等については環境基準を達成していますが、浮遊粒子状物質（



4 つの指標のうち「低公害車普及台数」については目標を達成しましたが、モータリゼーシ

ョンの進行等により「鉄道利用者数」及び「バス利用者数」については、初期値から減少して

います。 

計画期間中においては、大気汚染状況の測定や事業場等に対する指導等を実施しており、二

酸化硫黄や二酸化窒素（ＮＯ2）等については環境基準を達成していますが、浮遊粒子状物質（Ｓ

ＰＭ）等については気象条件による変動があります。大気汚染については、汚染原因が越境由

来と考えられるものもあることから、越境汚染対策の拡充を図る必要があります。また、公共

交通機関の利用促進については、ノーマイカーデー等の啓発活動やパークアンドライドの取組

等の施策を今後も実施していきます。 

 

②静かな居住環境の確保 

 ○：騒音に係る環境基準達成率（自動車騒音） 目標値＝環境基準の達成・維持を図る 

87.5％（平成 13 年度）→93.3％（平成 24 年度） 

 

「騒音に係る環境基準達成率（自動車騒音）」は向上していますが目標を達成することはでき

ませんでした。 

 計画期間中においては、主要幹線道路沿線における騒音測定や低騒音舗装、防音壁の設置等

の自動車騒音対策を実施するとともに、航空機騒音や鉄道騒音についても管理者に対する対策

強化要請等の対策を実施してきました。今後も、状況把握に努め、静かな居住環境確保の取組

を推進していきます。 

 

③水環境の保全（健全な水循環の確保） 

◎：家畜排せつ物の野積み、素掘り貯留の数 目標値＝0 戸（平成 17 年度） 

 262 戸（平成 13 年度）→0 戸（平成 24 年度） 

○：水質汚濁に係る環境基準達成率（ＢＯＤ、ＣＯＤ） 

 目標値＝環境基準の達成・維持を図る 

75.3％：全地点（平成 13 年度）→82.8％：全地点（平成 24 年度） 

○：汚水処理人口普及率 目標値＝89.7％（平成 27 年度） 

83.0％（平成 18 年度）→89.0％（平成 24 年度） 

○：減農薬等の農産物の栽培面積 目標値＝10,000ha（平成 22 年度） 

6,031ha（平成 17 年度）→8,475ha（平成 24 年度） 

○：浄化槽整備率 目標値＝11.2％（平成 27 年度） 

9.2％（平成 18 年度）→9.3％（平成 24 年度） 

 

「家畜排せつ物の野積み、素掘り貯留の数」については目標を達成しましたが、残り 4 つの

指標については、初期値から向上したものの、目標を達成することはできませんでした。 

計画期間中においては、河川等の水質測定による状況把握、汚水処理施設の整備等の生活排

水対策、事業場の立入調査を実施するとともに、水源涵養機能向上のための森林整備や水質浄

化に配慮した河川整備等を実施してきました。今後も、状況把握に努め、水環境の保全と健全

な水循環に必要な施策を実施していきます。 

④土壌環境の保全 

◎：土壌汚染に関するリスク管理が行われている地点数 目標＝増加を目指す 

0 地点（平成 14 年度）→73 地点（平成 24 年度） 

 

 「土壌汚染に関するリスク管理が行われている地点数」は増加傾向にあり、土壌汚染に関す

る適切なリスク管理が進んでいます。 

 計画期間中においては、土壌汚染対策法に基づき土地所有者等に対する調査・対策の指導、

汚染地域周辺地下水の汚染状況の把握等を実施するとともに、ダイオキシン類に係る土壌環境

調査や鉱業活動に由来する農用地の重金属汚染対策を実施してきました。今後も、状況把握に

努め、土壌環境の保全に必要な施策を実施していきます。 

 

⑤化学物質の適正な管理 

 ◎：ダイオキシン類に係る環境基準達成率 目標＝環境基準の達成・維持を図る 

大気 97.1％（平成 13 年度）→100％（平成 24 年度） 

公共用水域水質 95.5％（平成 13 年度）→100％（平成 24 年度） 

公共用水域底質 100％（平成 13 年度）→100％（平成 24 年度） 

地下水質 100％（平成 13 年度）→100％（平成 24 年度） 

土壌 100％（平成 13 年度）→100％（平成 24 年度） 

◎：主な特定化学物質の排出量 目標＝減少を目指す 

28,992t/年（平成 13 年度）→14,449t/年（平成 23 年度） 

 

2 つの指標いずれも目標達成となっており、化学物質の適正な管理による排出抑制が進んで

います。 

計画期間中においては、ダイオキシン類に関する環境調査や汚染対策、ＰＲＴＲ制度を活用

した化学物質の管理に関する啓発等を実施してきました。今後も、状況把握に努め、化学物質

の適正な管理に必要な施策を実施していきます。 

 

⑥快適な生活環境の創造 

◎：県民が推薦する星空がよく見える場所、心地よい音風景などの数 

 目標＝増加を目指す 

9 か所（平成 13 年度）→41 か所（平成 24 年度） 

 

 快適な環境の場所数は増加しています。今後とも生活環境の保全に関する各種施策の実施を

通じて、県民が快適に過ごせる環境の保全・創造を目指します。 
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(3) 循環型社会の形成 

①廃棄物等の発生の抑制 

◎：県内のごみの総排出量 目標＝1,957 千トン/年（平成 22 年度） 

2,127 千トン/年（平成 12 年度）→1,742 千トン/年（平成 24 年度） 

◎：1 人 1 日当たりのごみ排出量 目標値＝1,022 g/人日（平成 22 年度） 

1,167g/人日（平成 12 年度）→934g/人日（平成 24 年度） 

◎：1 人 1 日当たり家庭から排出するごみの量 目標＝減少を目指す 

736g/人日（平成 13 年度）→599g/人日（平成 24 年度） 

◎：一般廃棄物の減量計画を作成している事業者の数 目標＝増加を目指す 

1,717 事業者（平成 15 年度）→5,923 事業者（平成 24 年度） 

◎：産業廃棄物多量排出事業者による産業廃棄物の発生量 目標＝減少を目指す 

9,153 千トン（平成 14 年度）→8,564 千トン（平成 23 年度） 

×：産業廃棄物排出量の増加率 目標＝平成 12 年度比 6.5％増に抑制（平成 22 年度） 

10,060 千トン/年（平成 12 年度）→33.5％増加：13,431 千トン/年（平成 23 年度）  

 

 6 つの指標のうち、産業廃棄物排出量は増加していますが、5 つが目標達成となっており、全

体として廃棄物等の発生の抑制が進んでいます。 

計画期間中においては、発生の抑制に関する啓発や各種リサイクル法に基づく取組の徹底、

産業廃棄物の排出抑制等のための産業廃棄物税の創設等を実施してきました。今後とも、廃棄

物等の発生の抑制に必要な施策を実施していきます。 

 

②リユース・リサイクルの推進 

◎：環境物品など調達方針の策定自治体数 目標＝増加を目指す 

8 自治体（平成 13 年度）→14 自治体（平成 24 年度） 

○：ごみのリサイクル率 目標値＝23％（平成 22 年度） 

12％（平成 12 年度）→22％（平成 24 年度） 

○：産業廃棄物の資源化・減量化率、最終処分率 目標値＝95%、5%（平成 22 年度） 

87％、13％（平成 12 年度）→95％、5％（平成 23 年度） 

○：ごみの最終処分率 目標値＝9％（平成 22 年度） 

16％（平成 12 年度）→11％（平成 24 年度） 

○：県内の産業廃棄物の最終処分量 目標値＝681 千トン/年（平成 22 年度） 

1,628 千トン/年（平成 12 年度）→737 千トン/年（平成 23 年度） 

 

 「環境物品など調達方針の策定自治体数」については目標を達成しましたが、残り 4 つの指

標については、初期値から向上したものの、目標を達成することはできませんでした。 

計画期間中においては、各種リサイクル法に基づく再資源化の促進やリサイクル総合研究事

業化センターにおけるリサイクル技術の研究開発等を実施してきました。今後とも、リユース・

リサイクルの推進に必要な施策を実施していきます。 
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③技術開発の促進と環境産業の育成 

◎：県内の環境産業の研究・開発拠点数 目標＝増加を目指す 

18 件（平成 13 年度）→66 件（平成 24 年度） 

 

 研究・開発拠点数は増加しており、技術開発の促進と環境産業の育成が進んでいます。 

今後も、エコタウンを中心に環境産業の研究開発拠点の増加を目指し、関係機関との連携に

努めながら、研究開発拠点関係事業を推進します。 

 

④一般廃棄物の適正処理の推進 

×：一般廃棄物を適正に処理するための施設の整備状況 目標＝充実を目指す 

14 施設（平成 14 年度）→13 施設（平成 24 年度） 

 

 一般廃棄物処理施設数（広域的な視点に関するもの）は、1 施設減少しています。これは、

施設改修に伴い施設の 1 炉当たりの処理能力が変化したため、集計対象から外れたものであり、

一般廃棄物の適正処理に支障が生じるものではありません。 

 計画期間中においては、施設整備の促進・指導や立入検査等を実施してきました。今後とも、

廃棄物処理計画に基づく廃棄物の適正処理等の取組を実施していきます。 

 

⑤産業廃棄物の適正処理の推進 

◎：産業廃棄物最終処分場の残余年数 目標＝増加を目指す 

9 年（平成 12 年度）→11 年（平成 23 年度） 

 

 産業廃棄物の適正処理に必要となる最終処分場の残余年数は増加しています。 

 計画期間中においては、適正処理推進のための啓発・指導や排出事業者等に対する監視指導等

を実施してきました。今後とも、産業廃棄物の適正処理の推進に必要な施策を実施していきます。 

 

⑥不法投棄の防止 

◎：不法投棄監視体制の整備状況 目標＝充実を目指す 

廃棄物不法投棄等対策専門員配置状況 

15 名（平成 15 年度）→17 名（平成 24 年度） 

保健福祉環境事務所管内ごとの地域不適正処理防止連絡協議会設置状況 

13 か所（平成 15 年度）→9 か所（平成 24 年度） 

不法処置防止推進員設置市町村数 

64 団体（平成 15 年度）→37 団体（平成 24 年度） 

 

 不法投棄監視体制の整備状況は、全体として充実が図られています（数値の変化には市町村

合併等による影響があります）。 

 計画期間中においては、不法投棄撲滅キャンペーンや監視パトロール、不法投棄行為者に対

する行政指導等を実施してきました。今後とも、廃棄物の不法投棄の防止に必要な施策を実施

していきます。 
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(4) 地球環境問題への取組 

①温室効果ガスの排出削減 

◎：低公害車普及台数[再掲] 目標＝増加を目指す 

2,082 台（平成 13 年度）→106,104 台（平成 24 年度） 

◎：環境家計簿（県民編）累計普及数 目標＝増加を目指す 

113,600 部（平成 13 年度）→459,950 部（平成 24 年度） 

◎：地球温暖化防止センターによる地球温暖化相談件数 目標＝増加を目指す 

0 件（平成 15 年度）→480 件（平成 24 年度） 

○：自動車 1 台当たりの二酸化炭素排出量削減率 

 目標値＝平成 14 年度比 13％削減（平成 22 年度） 

0％（平成 14 年度）→ -11.1％（平成 23 年度） 

×：温室効果ガス排出量 目標＝減少を目指す 

6,098 万トン（平成 14 年度）→6,210 万トン（平成 23 年度） 

×：家庭 1 世帯当たりの二酸化炭素排出量削減率 

 目標値＝平成 14 年度比 10％削減（平成 22 年度） 

0％（平成 14 年度）→23.6％（平成 23 年度） 

×：事業所の単位床面積当たりの二酸化炭素排出量削減率 

 目標値＝平成 14 年度比 8％削減（平成 22 年度） 

0％（平成 14 年度）→21.1％（平成 23 年度） 

 

 7 つの指標のうち環境家計簿累計普及数等の 4 つの指標が達成・向上となっていますが、電

気の二酸化炭素排出係数の悪化により、「温室効果ガス排出量」「家庭 1 世帯当たりの二酸化炭

素排出量削減率」「事業所の単位床面積当たりの二酸化炭素排出量削減率」については、後退し

ています。 

 計画期間中においては、環境家計簿の普及や事業所向け省エネルギー相談事業等を実施して

きました。今後とも、新たに策定する地球温暖化対策推進計画に基づき、省エネルギーの推進

や再生可能エネルギーの活用促進等の温室効果ガスの排出削減に必要な施策を実施していきま

す。 

 

②温室効果ガス吸収源の確保 

◎：民有林間伐面積[再掲] 目標値＝5,000 ha/年 

4,553ha/年（平成 13 年度）→5,532ha/年（平成 24 年度） 

○：長期育成循環施業面積[再掲] 目標値＝500 ha/年 

6ha/年（平成 13 年度）→48ha/年（平成 24 年度） 

△：民有林造林面積[再掲] 目標値＝600 ha/年 

371ha/年（平成 13 年度）→376ha/年（平成 24 年度） 

 

 「民有林間伐面積」は目標を達成しましたが、残り 2 つの指標は初期値よりやや向上したも

のの、目標達成には至っていません。 
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や再生可能エネルギーの活用促進等の温室効果ガスの排出削減に必要な施策を実施していきま

す。 

 

②温室効果ガス吸収源の確保 

◎：民有林間伐面積[再掲] 目標値＝5,000 ha/年 
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 「民有林間伐面積」は目標を達成しましたが、残り 2 つの指標は初期値よりやや向上したも

のの、目標達成には至っていません。 

計画期間中においては、保安林制度の運用による森林の保全や森林環境税を活用した荒廃森

林再生事業等を実施してきました。今後とも、二酸化炭素の吸収・固定機能などの多面的な働

きを持つ森林を保全するため、森林・林業基本計画等に基づく施策を実施していきます。 

 

③フロンガス対策、酸性雨対策 

◎：累計フロン破壊総量 目標＝増加を目指す 

43.5t（平成 14 年度）→1091.0t（平成 24 年度） 

 

フロンの破壊総量は着実に増加しており、オゾン層保護対策が進んでいます。 

 計画期間中においては、フロン類の適正な回収・破壊の推進のため、フロン類回収業者への

立入検査・指導や酸性雨に関する調査研究を実施してきました。今後とも、オゾン層保護や酸

性雨対策に必要な施策を実施していきます。 

 

④環境国際協力の推進 

◎：県、市町村における海外からの研修員の受入人数 目標＝増加を目指す 

243 名（平成 13 年度）→934 名（平成 24 年度） 

◎：専門家等の海外派遣人数 目標＝増加を目指す 

74 名（平成 13 年度）→110 名（平成 24 年度） 

◎：環境国際協力に取り組んでいるＮＰＯの数 目標＝増加を目指す 

7 団体（平成 13 年度）→126 団体（平成 24 年度） 

 

 3 つの指標すべてで目標を達成しており、環境国際協力が進んでいます。 

 計画期間中においては、環境課題解決に向けた自治体間の連携事業や民間による国際環境協

力の支援を実施してきました。今後とも、本県における環境関連技術の蓄積等を活かした国際

環境協力や国境を越えた環境問題の解決に必要な施策を実施していきます。 

 

(5) 各主体の自主的な環境保全の取組とネットワーク化 

①環境教育、環境学習の推進 

◎：こどもエコクラブ登録人数 目標＝増加を目指す 

2,037 人（平成 13 年度）→2,358 人（平成 24 年度） 

◎：施設見学開放事業所登録数 目標＝増加を目指す 

0 事業所（平成 15 年度）→92 事業所（平成 24 年度） 

◎：環境学習会などの開催数 目標＝増加を目指す 

117 回（平成 13 年度）→1,865 回（平成 24 年度） 

◎：県内の環境カウンセラー人数 目標＝増加を目指す 

116 人（平成 13 年度）→157 人（平成 24 年度） 

 

4 つの指標すべてで目標を達成しており、環境教育、環境学習の推進が図られています。 

計画期間中においては、平尾台自然観察センター等の自然体験フィールドの整備・活用や学
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校教育用の環境学習プログラム集の作成等を実施してきました。今後は、環境教育、環境学習

を、環境に関する諸課題を解決していく分野横断的なツールとして、地域づくり・人づくりの

観点から、環境教育、環境学習の推進に必要な施策を実施していきます。 

 

②環境情報のネットワーク化と活用 

◎：環境ホームページアクセス数 目標＝増加を目指す 

0 回（平成 15 年度）→1,558,445 回（平成 24 年度） 

◎：環境ホームページでの情報提供主体数 目標＝増加を目指す 

0 団体（平成 15 年度）→189 団体（平成 24 年度） 

 

 2 つの指標いずれも目標を達成しており、環境情報のネットワーク化と活用が進んでいます。 

計画期間中においては、環境ホームページの構築による情報発信や環境情報のネットワーク

化等を推進してきました。今後とも、環境に関する情報が活用されるよう、情報提供やネット

ワーク化に必要な施策を実施していきます。 

 

③自主的取組の促進とパートナーシップ 

◎：森林づくりボランティア活動参加者数 目標値＝5,500 人/年 

4,500 人/年（平成 13 年度）→23,800 人/年（平成 24 年度） 

◎：「まちとむらネットワーク」会員数 目標値＝10,000 人（平成 22 年度） 

6,601 人（平成 17 年度）→19,216 人（平成 24 年度） 

◎：県内環境ボランティア団体数 目標＝増加を目指す 

15 団体（平成 20 年度）→545 団体（平成 24 年度） 

◎：ＩＳＯ14001 認証取得事業所数 目標＝増加を目指す 

240 事業所（平成 14 年度）→488 事業所（平成 24 年度） 

◎：環境評価活動プログラム実施事業所数 目標＝増加を目指す 

7 事業所（平成 16 年度）→406 事業所（平成 24 年度） 

◎：地域環境計画策定市町村数 目標＝増加を目指す 

18 市町村（平成 13 年度）→35 市町村（平成 24 年度） 

 

 すべての指標で目標を達成しており、自主的取組の促進とパートナーシップが図られていま

す。 

 計画期間中においては、ＮＰＯやボランティア団体等による環境保全活動の支援やＮＰＯ等

と企業・行政との協働の推進等を実施してきました。今後とも、自主的取組の促進とパートナ

ーシップが図られるよう必要な施策を実施していきます。 

 

－162－



校教育用の環境学習プログラム集の作成等を実施してきました。今後は、環境教育、環境学習

を、環境に関する諸課題を解決していく分野横断的なツールとして、地域づくり・人づくりの

観点から、環境教育、環境学習の推進に必要な施策を実施していきます。 

 

②環境情報のネットワーク化と活用 

◎：環境ホームページアクセス数 目標＝増加を目指す 

0 回（平成 15 年度）→1,558,445 回（平成 24 年度） 

◎：環境ホームページでの情報提供主体数 目標＝増加を目指す 

0 団体（平成 15 年度）→189 団体（平成 24 年度） 

 

 2 つの指標いずれも目標を達成しており、環境情報のネットワーク化と活用が進んでいます。 

計画期間中においては、環境ホームページの構築による情報発信や環境情報のネットワーク

化等を推進してきました。今後とも、環境に関する情報が活用されるよう、情報提供やネット

ワーク化に必要な施策を実施していきます。 

 

③自主的取組の促進とパートナーシップ 

◎：森林づくりボランティア活動参加者数 目標値＝5,500 人/年 

4,500 人/年（平成 13 年度）→23,800 人/年（平成 24 年度） 

◎：「まちとむらネットワーク」会員数 目標値＝10,000 人（平成 22 年度） 

6,601 人（平成 17 年度）→19,216 人（平成 24 年度） 

◎：県内環境ボランティア団体数 目標＝増加を目指す 

15 団体（平成 20 年度）→545 団体（平成 24 年度） 

◎：ＩＳＯ14001 認証取得事業所数 目標＝増加を目指す 

240 事業所（平成 14 年度）→488 事業所（平成 24 年度） 

◎：環境評価活動プログラム実施事業所数 目標＝増加を目指す 

7 事業所（平成 16 年度）→406 事業所（平成 24 年度） 

◎：地域環境計画策定市町村数 目標＝増加を目指す 

18 市町村（平成 13 年度）→35 市町村（平成 24 年度） 

 

 すべての指標で目標を達成しており、自主的取組の促進とパートナーシップが図られていま

す。 

 計画期間中においては、ＮＰＯやボランティア団体等による環境保全活動の支援やＮＰＯ等

と企業・行政との協働の推進等を実施してきました。今後とも、自主的取組の促進とパートナ

ーシップが図られるよう必要な施策を実施していきます。 

 

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

1 ▼ 地域の自然を代表する
動植物種が確認された
地点数
又は寄せられた確認情
報の県内分布状況

確認された地点
数又は、確認情
報の県内分布の
増加を目指す

地域の自然を代表
する動植物種が確
認された地点数
1か所
(累計1か所）
[H18]

地域の自然を代表
する動植物種が確
認された地点数
13か所
(累計78か所）

◎ 県ホームページにより、県民や関
係機関に対し目撃情報の提供を呼
びかける。

自然環境課

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

2 ■ 森林率 45％
[H24]

45％
[H13]

45％ ◎ 目標値は維持できているが、今後
も森林面積の維持・確保に努め
る。

農山漁村振興課

3 ■ 民有林間伐面積 5,000ha/年
[H24]

4,553ha/年
[H13]

5,532ha/年 ◎ 地球温暖化防止等、森林の持つ多
面的機能の持続的発揮のため、間
伐は重要であり、引き続き、取組を
推進していく。

林業振興課

4 ■ 森林ボランティア団体
の数
：植林や下草刈りなど
森林の管理などに関す
る ボラ ンティア活動を
行っている団体の数で
す。

50団体
[H24]

28団体
[H13]

125団体 ◎ 森林・林業に対する県民の理解を
促進するため、引き続き森林づくり
活動を推進していく。

林業振興課

１　自然環境の保全と創造

　②　森林環境の保全・適正利用

　①　生物多様性の保全、希少野生生物の保護　

※ 「地域の自然を代表する動植物種」とは、福岡県レッドデータブック掲載種及び掲載に
値する程度の希少の種（いずれも植物群落を含む。）とする。 

 
凡例 
 指標種別ごとの評価の判断基準は、次のとおりとしています。 
 ■印：数値目標型指標（具体的な数値で目標を設定して、その達成に向けて取り組んでいく指標） 
       ◎：目標値達成 
       ○：向上 
       △：横ばい 
       ×：後退 
       －：集計中等      
 ▼印：方向提示型指標（具体的な数値では目標を設定せず、目指す方向性を提示して取り組んでいく指標） 
       ◎：目指す方向性になっている 
       △：変化なし 
       ×：目指す方向性になっていない 
       －：集計中等 
 
        ※集計中等により平成24年度実績の評価ができない項目については、 
         評価可能な直近年度における評価を（ ）書きで付記しています。 

計画指標（目標）達成状況の詳細 計画指標（目標）の達成状況の詳細

基
本
計
画

総

括
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等

瀬 䬌



No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

10 ▼ 緑化した道路の割合
：道路で街路樹等により
緑化された部分の割合
です。（県管理分）

増加を目指す 5.4％
[H12]

7.9% ◎ 今後も事業実施を図る。 道路維持課

11 ▼ 住宅地などでの緑地協
定締結数
：住宅地などにおいて
緑化及び緑地の保全を
取りまとめ、良好な環境
を確保する区域の数で
す。

増加を目指す 103か所
（449.3ha）
[H12]

集計中 ― 新規締結もなされている一方で、
過去、住宅団地の分譲時に締結さ
れた協定が期限切れを迎えた際に
更新されない傾向が見られる。
緑地協定は市町村長による認可で
行われるため、公園緑地の講習会
等で市町村に対する啓発活動を今
後も行っていく。

公園街路課

 ［H23］
 93か所
 （366.4ha）

(×）

12 ▼ 緑の基本計画策定市
町村数

増加を目指す 16市町村
[H13]

集計中 ― 今後も増加を目指していく。 公園街路課

 ［H23］
 23市町村

（◎）

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

13 ▼ 増加を目指す 46団体 ◎ 自然環境課
社会活動推進課

環境意識の高まりから環境分野の
ＮＰＯ団体は増加傾向にある。
今後とも、自然分野や生物多様性
分野に取組む団体の増加を図って
いく。

自然とのふれあい活動
団体の数
：自然とのふれあい活
動に取り組む民間団体
などの数です。
（ 福 岡 県 NPO ・ ボ ラ ン
ティアセンターのホーム
ページの「環境」の分野
に掲載している団体の
うち、自然とのふれあい
活動に取り組む団体の
数）

36団体
[H20]

　85団体
　[H18]
※ 平 成 20 年 度 に
ホームページを一
新したため、初期値
を変更

　⑤　自然とのふれあいの推進

基
本
計
画

総

括
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策



No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

19 ■ 水質汚濁に係る環境基
準達成率

環境基準は、人
の 健 康 を 保 護
し、生活環 境を
保全する上で達
成・維持すること
が望ましい基準
であり、この基準
の達成・維持を
図ります。

河川（BOD）
75.2％
海域（COD）
76.7％
湖沼(COD）
66.7％
全地点
75.3％
[H13]

河川（BOD）
81.7％
海域（COD）
87.9％
湖沼(COD）
80.0％
全地点
82.8％

○ 閉鎖性水域や下水道の普及してい
ない河川などで達成率が低い状況
にあるが、長期的に見ると達成率
は徐々に上昇しており、今後も汚
濁負荷の発生形態ごとの対策等を
推進していく。

環境保全課

20 ■ 汚水処理人口普及率
：下水道や浄化槽など
の汚水処理施設の整
備状況を表すもので、
総人口に対する処理区
域内人口の割合です。
※福岡県汚水処理構
想改定後、指標項目の
名称を変更（旧：汚水処
理施設整備率）

89.7％
[H27]

　86.0％
　[H22]
※福岡県汚水処
理 構 想 を 改 定
(H21.3改定)

83.0％
[H18]

　75.5％
　[H13]
※福岡県汚水処理
構想を改定後、初
期値を変更

89.0% ○ 今後も引き続き、汚水処理施設の
普及促進を図っていく。

廃棄物対策課
農村森林整備課
水産振興課
下水道課

21 ■ 家畜排せつ物の野積
み、素堀貯留の数

0戸
[H17]

262戸
[H13]

　151戸
　[H12]
※季節的一時野積
みを加えた数値に
変更

0戸 ◎ 平成14年度から平成17年度までの
4年間で261戸が改善された。平成
17年度は目標の0戸が達成できな
かったが、平成18年度に達成。そ
の後、平成19年度から平成24年度
まで、目標値の達成を継続してい
る。
今後も指導実施により、0戸を継続
させていく。

畜産課

22 ■ 減農薬等の農産物の
栽培面積

10,000ha
[H22]

　8,000ha
　[H17]
※(新)福岡県農
業・農村振興基
本計画（H18.6策
定）

6,031ha
[H17]

　745ha
　[H12]
※新計画の基準値
に変更

8,475ha ○ 平成21，22年度は目標を上回って
いたが、温暖化による新たな病害
虫の発生や薬剤抵抗性病害虫の
発生により、農薬の散布回数が増
加したことで面積が再び目標を下
回った。
対応として、化学合成農薬、化学
肥料施用の基準を一部見直した。
環境保全型農業については、県減
農薬・減化学肥料栽培認証制度を
けん引役として引き続き推進を図
る。

食の安全・地産
地消課

23 ■ 浄化槽整備率
（集合処理区域内浄化
槽設置数累 計分 を含
む）
※福岡県汚水処理構
想を策定後、指標項目
を変更

11.2％
[H27]

　10.6％
　[H22]
※福岡県汚水処
理 構 想 を 改 定
(H21.3改定)

9.2％
[H18]

　8.5％
　[H13]
※福岡県汚水処理
構想を改定後、初
期値を変更

9.3％ ○ 今後も引き続き、県民に対して広
報やチラシを通じて浄化槽の普及
促進を図る。

廃棄物対策課

※　平成１３年４月、浄化槽法の改正により「合併処理浄化槽」が「浄化槽」に改められた。

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

24 ▼ 土壌汚染に関するリス
ク管理が行われている
地点数

地点数の増加を
目指す

0地点
[H14]

73地点 ◎ 土壌汚染対策法（平成15年2月施
行）を活用することにより、今後も
土壌汚染対策事例の把握に努め、
適切なリスク管理を促進していく。

環境保全課

　④　土壌環境の保全

　③　水環境の保全（健全な水循環の確保）

基
本
計
画

総

括
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

25 ■ ダイオキシン類に係る
環境基準達成率

環境基準は、人
の 健 康 を 保 護
し、生活環 境を
保全する上で達
成・維持すること
が望ましい基準
であり、この基準
の達成・維持を
図ります。

大気
　97.1%
公共用水域の水質
　95.5%
公共用水域の底質
　100%
地下水質
　100%
土壌
　100%
[H13]

大気
　100%
公共用水域の水質
　100%
公共用水域の底質
　100%
地下水質
　100%
土壌
　100%

◎ 今後とも引き続き、効果的なダイオ
キシン類対策を進め、ダイオキシン
類の削減に努めていく。

環境保全課

26 ▼ 主な特定化学物質の排
出量
：ＰＲＴＲ法対象事業所
からの主な特定化学物
質の排出量です。

排出量の減少を
目指す

排出量28,992t/年
[H13]

集計中 ― 環境保全課

　〔H23〕排出量
　 14,449t/年

（◎）

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

27 ▼ 県民が推薦する星空が
よく見える場所、心地よ
い音風景、かおり風景、
名水の場所などの数

快適な環境の場
所の増加を目指
す

9か所
[H13]

41か所 ◎ 各種の施策を通じて、快適な環境
の増加に努めていく。

環境政策課
環境保全課

　⑥　快適な生活環境の創造


事業者に届出について提出するよ
う指導することにより、今後主な特
定化学物質の排出量の把握に努
め、排出量の減少を促進していく。

　⑤　化学物質の適正な管理
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　①　廃棄物等の発生の抑制

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

28 ■ 県内のごみの総排出量
：家庭とオフィス、店舗
などから排出されるご
み（一般廃棄物）の量で
す。

1,957千ｔ/年
[H22]

2,127千ｔ/年
[H12]

1,742千ｔ/年 ◎ 平成22年度目標値を達成したが、
引き続きごみ減量化について市町
村や住民・事業者の啓発に努めて
いく。
（注）排出量は、計画収集量と直接
搬入量の合計量を基に算定。

廃棄物対策課

29 ■ H12年度比6.5％
増に抑制
[H22]

10,060千ｔ/年
[H12]

集計中 ― 廃棄物対策課

　[H23]
　13,431千t/年
　(33.5%増)

（×）

30 ■ 1人1日当たりのごみ排
出量

1,022ｇ/人日
[H22]

1,167ｇ/人日
[H12]

934ｇ/人日 ◎ 平成22年度目標は達成したが、引
き続き市町村や住民・事業者の啓
発等に努めていく。
（注）排出量は、計画収集量と直接
搬入量の合計量を基に算定。

廃棄物対策課

31 ▼ 1人1日当たり家庭から
排出するごみの量

排出量の減少を
目指す

736ｇ/人日
[H13]

599ｇ/人日 ◎ 減少傾向にある。今後も市町村や
住民・事業者の啓発等に努めてい
く。
（注）排出量は、計画収集量と直接
搬入量の合計量を基に算定。

廃棄物対策課

32 ▼ 一般廃棄物の減量計
画を作成している事業
者の数

事業者数の増加
を目指す

1,717事業者
[H15]

5,923事業者 ◎ 増加傾向にある。
作成数の多い市町村の取組を紹
介するなどして、市町村や事業者
の啓発に努めていく。

廃棄物対策課

33 ▼ 産業廃棄物多量排出
事業者による産業廃棄
物の発生量

発生量の減少を
目指す

9,153千ｔ
（298事業者）
[H14]

集計中 ― 廃棄物対策課

　[H23]
　8,564千t
　(512事業者)

（◎）

今後とも、多量排出事業者に対す
る処理計画策定指導等により、引
き続き発生量の減少を指導してい
く。

平成22年度に目標値を達成した
が、23年度は12年度比33.5％増と
なっている。
一方、産業廃棄物最終処分量は
12年度比で54.7％減少しており、産
業廃棄物の資源化が進んでいる。
今後とも、再び目標を達成できるよ
う、多量排出事業者に対する処理
計画策定指導などにより減量化を
進め、さらに、福岡県リサイクル総
合研究事業化センターの研究成果
の地域展開、研究成果を活用した
事業化の支援などにより再資源化
を推進していく。

産業廃棄物排出量の
増加率
：建設工事、工場、上下
水道処理場などから排
出される産業廃棄物の
増加率です。

３　循環型社会の形成

基
本
計
画

総

括
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

34 ■ ごみのリサイクル率
：「ごみの集団回収量＋
資源化量」をごみ発生
量で割った値です。

23％
[H22]

12％
[H12]

22％ ○ 平成19～22年度までは目標を達
成していたが、平成24年度は目標
値をわずかに下回った。原因として
は、一般廃棄物処理に関する統計
は、市町村が回収・処理したごみ
のみを対象としているため、再生利
用されているごみのうち、市町村の
回収・処理ルートを通過しないごみ
（新聞販売店によって直接回収さ
れる新聞等）が増加し、統計に反
映されなくなったことが考えられる。
国内の統計（各種業界団体の統
計）では、古紙等の平成23年度の
リサイクル率は、平成20年度よりも
向上しており、リサイクルは順調に
拡大していることが示されている。
食品リサイクル法の対象物などリ
サイクルが進んでいない一般廃棄
物に対する取組の強化や分別の
徹底の取組の拡大により、目標達
成に努めていく。

循環型社会推進
課
廃棄物対策課

35 ■ 95％
[H22]

5％
[H22]

87％
[H12]

13％
[H12]

集計中 ― 循環型社会推進
課
廃棄物対策課

 [H23]
 資源化等率95％
 最終処分率5％

（○）

36 ■ ごみの最終処分率
：「ごみの最終処分量」
をごみ発生量で割った
値です。

9％
[H22]

16％
[H12]

11％ ○ 平成22年度目標値には達していな
いが、徐々に目標値に近づいてい
る。
今後も市町村、住民及び事業者の
啓発等に努めていく。

廃棄物対策課

37 ■ 県内の産業廃棄物の
最終処分量

681千トン/年
[H22]

1,628千ｔ/年
[H12]

集計中 ― 廃棄物対策課

　[H23]
　737千t/年

（○）

38 ▼ 環境物品など調達方針
の策定自治体数

増加を目指す 8自治体
〔H13〕

14自治体 ◎ 市町村に対し、策定に関する情報
提供を行い、策定を支援していく。

環境政策課

　②　リユース・リサイクルの推進

目標値は達成したが、引き続き、
事業者、産業廃棄物処理業者等と
の連携を図りながら、福岡県廃棄
物処理計画に掲げた施策を推進す
る。

目標値は達成できなかったが、計
画策定時値（平成12年度：1,628千
トン）と比較すると着実に最終処分
量を減少させてきている。また、平
成22年度に比べても、排出量が増
加している中、最終処分量は減少
している。
平成22年度を除くと、最近は前年
度比10％減で推移しており、これま
での取組を継続することで最終処
分量の減少を図っていく。

産業廃棄物の資源化・
減量化率
：「発生した産業廃棄物
を脱水・焼却したりして
減量化した量と資源とし
て利用した量の合計」を
産業廃棄物発生量で
割った値です。

産業廃棄物の最終処
分率
：最終処分された量を
産業廃棄物の発生量で
割った値です。
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

39 ▼ 福岡県内の環境産業
の研究・開発拠点数
：福岡県内で、廃棄物
処理、リサイクル業を中
心とする環境産業に関
する研究・開発に取り
組んでいる組織などの
数です。

研究・開発の拠
点の増加を目指
す

18件
[H13]

66件 ◎ 今後もエコタウンを中心に環境産
業の研究開発拠点の増加をめざ
し、関係機関との連携に努めなが
ら、研究開発拠点の関係事業を推
進していく。

循環型社会推進
課

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

40 ▼ 一般廃棄物を適正に処
理するための施設の整
備状況
：一般廃棄物を適正処
理するための施設の各
地域ごとの整備状況で
す。

一層の充実を目
指す

一般廃棄物処理施
設数
14施設
[H14]

13施設 × 計画策定時値と比べ数値が下回っ
ているのは、1施設について、延命
化のための改修工事に伴い、1炉
当たりの処理能力を減少させたた
めに本調査で対象としている規模
の施設整備数が減ったものであ
り、一般廃棄物の適正処理に支障
が生じるものではない。
今後、老朽化した施設の更新にあ
たっては、広域処理を推進してい
く。

廃棄物対策課

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

41 ▼ 産業廃棄物最終処分
場の残余年数
：産業廃棄物を適正に
処理できる最終処分場
の整備状況です。

増加を目指す 9年
[H12]

集計中 ― 廃棄物対策課

　[H23]
　11年

（◎）

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

42 ▼ 不法投棄監視体制の
整備状況
：保健福祉環境事務所
又は市町村ごとの不法
投棄監視体制（関係機
関や県民などと連携し
た取組を含む）の整備
状況です。

監視体制の一層
の充実を目指す

保健環境福祉事務
所に廃棄物適正処
理指導専門員を配
置
計15名
[H15]
保健福祉環境事務
所の管内ごとに地
域不適正処理防止
連絡協議会を設置
13か所設置済
[H15]
市町村における不
法処理防止推進員
の設置
64団体で設置済
(64/94=68%)
[H15]

保健環境福祉事務
所に廃棄物不法投
棄等対策専門員を
配置
計17名

保健福祉環境事務
所の管内ご とに 地
域不適正処理防止
連絡協議会を設置
9か所設置済

市町村におけ る不
法処理防止推進員
の設置
37団体で設置済
（37/56=66％）

◎ 引き続き継続し整備を図る。 監視指導課

今後とも、事業者、産業廃棄物処
理業者等との連携を図りながら、
福岡県廃棄物処理計画に掲げた
施策を推進する。

　⑥　不法投棄の防止

　③　技術開発の促進と環境産業の育成

　④　一般廃棄物の適正処理の推進

　⑤　産業廃棄物の適正処理の推進

基
本
計
画

総

括
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

43 ▼ 排出量の減少を
目指す

6,098万ｔ
[H14]

集計中 ― 環境保全課

　〔H23〕
　6,210万ｔ

（×）

44 ■ 家庭1世帯当たりの二
酸化炭素排出量削減
率

△10％
[H22]

0％
[H14]

集計中 ― 環境保全課

　〔H23〕
　23.6％

（×）

45 ■ 事業所の単位床面積
当たりの二酸化炭素排
出量削減率

△8％
[H22]

0％
[H14]

集計中 ― 環境保全課

　〔H23〕
　21.1％

（×）

温室効果ガス排出量
：二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素、ハイド
ロ フルオロカ ー ボ ン、
パーフルオロカーボン、
六ふっ化硫黄を地球温
暖化係数により二酸化
炭素換算した量です。

東日本大震災後の原子力発電の
停止による電気の二酸化炭素排
出係数の悪化により排出量は増加
している。今後も、福岡県地球温暖
化対策推進計画に基づき、家庭の
省エネルギーを促進していく。

４　地球環境問題への取組

　①　温室効果ガスの排出削減（省エネルギー社会の形成）

東日本大震災後の原子力発電の
停止による電気の二酸化炭素排
出係数の悪化により、増加した。今
後も、福岡県地球温暖化対策推進
計画に基づき、排出量の抑制に取
組んでいく。

東日本大震災後の原子力発電の
停止による電気の二酸化炭素排
出係数の悪化により排出量は増加
している。今後も、福岡県地球温暖
化対策推進計画に基づき、事業所
の省エネルギーを促進していく。

－172－



No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

46 ■ 自動車1台当たりの二
酸化炭素排出量削減
率

△13％
[H22]

0％
[H14]

集計中 ― 環境保全課

　〔H23〕
　△11.1％

（○）

15 ▼ 低公害車普及台数
：電気自動車、天然ガ
ス自動車、メタノール自
動車、ハイブリッド自動
車の台数の合計です。
（自家用、業務用を合
わせた数）

増加を目指す 2,082台
[H13]

106,104台 ◎ 引き続き、低公害車普及台数の増
加のため、県民に向け低公害車の
啓発活動を行っていく。

企画交通課
環境保全課

47 ▼ 環境家計簿（県民編）
普及数（累計）

増加を目指す 113,600部
[H13]

459,950部 ◎ 今後も引き続き、地球温暖化防止
活動推進員や市町村等と連携しな
がら普及啓発に努めることにより、
増加を目指す。

環境保全課

48 ▼ 地球温暖化防止活動
推進センターによる地
球温暖化相談件数（県
民を含む）

増加を目指す 0件
[H15]

480件 ◎ 今後も引き続き、地球温暖化防止
活動推進員や市町村等と連携しな
がら普及啓発に努めることにより、
増加を目指す。

環境保全課

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

3 ■ 民有林間伐面積 5,000ha/年
[H24]

4,553ha/年
[H13]

5,532ha/年 ◎ 地球温暖化防止等、森林の持つ多
面的機能の持続的発揮のため、間
伐は重要であり、引き続き、取組を
推進していく。

林業振興課

5 ■ 民有林造林面積 600ｈａ/年
[H24]

371ｈａ/年
[H13]

376ha/年 △ 材価低迷による林業採算性の悪
化により、主伐が進まず、造林面
積も、計画策定時を上回ったもの
の、目標値は達成できなかった。
県森林林業基本計画においても、
利用期に達した人工林は計画的に
主伐を推進するとともに主伐後は
植栽を徹底することとしている。

林業振興課

目標は達成できなかったものの、
削減は着実に進んでいる。
今後も引き続き削減を目指す。

　②　温室効果ガス吸収源の確保

再 
掲 

再 
掲 

再 
掲 

基
本
計
画

総

括
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

6 ■ 長期育成循環施業面
積
：皆伐せず、ぬき伐りを
くり返し複層状態（循環
状態）の森林へ誘導す
る施業が行われている
面積

500ｈａ/年
[H24]

6ｈａ/年
[H13]

48ha/年 ○ 複層林造成（ぬき伐り）を急激に行
なうと、風雪害への耐性が低くなる
危険性がある等の理由から、長期
育成循環施業の取組みも、計画作
成時を上回ったものの、目標値は
達成できなかった。
適正な管理が見込めない人工林
については、強度間伐などにより、
針広混交林へ誘導していく。

林業振興課

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

49 ▼ フロン破壊総量（累計）
：カーエアコンや業務用
冷凍空調機器に含まれ
る冷媒フロンの破壊総
量（累計）です。

破壊総量の増
加
を目指す

43.5ｔ
[H14]

1091.0ｔ ◎ 法律に基づき適切な回収・処理を
啓発することにより、破壊総量の増
加を目指す。

環境保全課

No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

50 ▼ 県、市町村における海
外からの研修員の受入
人数

増加を目指す 243名
〔H13〕

【参考】
県              2名
市町村　　241名

934名

【参考】
県       　 20名
市町村　914名

◎ 環境分野に関する優れた知見や
技術を有する企業や研究機関等
の集積を生かし、アジア諸地域を
中心として研修員の受入を行って
いく。

環境政策課
交流第一課

51 ▼ 専門家等の海外派遣
数

増加を目指す 74名
[H13]

【参考】
県               0名
市町村等  　74名

110名

【参考】
県            33名
市町村等　 77名

◎ 相手国からの要望等に基づき派遣
を決定しているため、年度により増
減があるが、引き続きJICA等と連
携し本県が有する環境技術の積極
的活用に努めていく。

環境政策課
交流第二課

52 ▼ 環境国際協力に取り組
んでいるNPOの数

NPOの増加を目
指す

7団体
[H13]

126団体 ◎ NPO法人など民間団体の活動が
活発になっており、今後も環境国
際協力の担い手となるNPO等の活
動を促進していく。

社会活動推進課

　③　フロンガス対策、酸性雨対策

　④　環境国際協力の推進

再 
掲 

破壊総量の増加
を目指す
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No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

2,037人者数の増加を目指す。用できる施設として登録されて䁰る事業所数です。登録数の増加䉗0事業所92事業所 ◎後は、全庁的に情報䉗収集し登録数の増加を目指す。体䃰実施した環境学習会などのイベント数で 117回てや呼びかけを行う。 116人

㔀 㜀

環 境 ホ ー ム ペ ー ジ ア クア ク セ ス 件 数 の0 回1 , 5 5 8 , 4 4
5 回

㔀 㠀

環 境 ホ ー ム ペ ー ジ で の団 体 、 事 業 者 、 市 町 村 、 学 校 な ど ） 情 報 提 供 主 体 数0 団 体1 8 9 団 体

環 境 関 連 の 活 動 を し て い る 主 体 の続 き 、 増 加 を 目 指 す 。

基

本

計

画

総

括



No.
指標
種別

指標項目（内容）
目標値（年度）
又は目指す方

向性

計画策定時値
(初期値)
［年度］

平成24年度
（2012年度）

評価 原因分析及び今後の対応等 担当課

59 ■ 森林づくりボランティア
活動参加者数

5,500人/年
[H24]

4,500人/年
[H13]

23,800人/年 ◎ 森林・林業に対する県民の理解を
促進するため、引き続き森林づくり
活動を推進していく。

林業振興課

60 ■ 都市と農村の交流の場
「まちとむらネットワー
ク」の会員数

10,000人
[H22]

　5,000人
　[H17]
※(新)福岡県農
業・農村振興基
本計画（H18.6策
定）

6,601人
[H17]

　2,900人
　[H13]
※新計画の基準値
に変更

19,216人 ◎ 目標値は達成しているが、今後も
活動企画の公募等を通じ着実に会
員の増加を目指していく。

食の安全・地産
地消課

61 ▼ 増加を目指す 545団体 ◎ 情報提供や協働事業等により、今
後も環境分野で活躍する団体が増
加するよう努めていく。

環境政策課
社会活動推進課

62 ▼ ISO14001 認 証 取 得 事
業所数

増加を目指す 240事業所
[H14]

488事業所 ◎ 今後も引き続き、普及啓発に努め
ることにより増加を目指す。

環境保全課

63 ▼ 環境評価活動プログラ
ム実施事業所数

増加を目指す 7事業所
[H16]

　42事業所
　[H14]
※事業者の参加届
出方式から認証登
録制度に変更され
た（H16.10～）ため、
初期値を変更

406事業所 ◎ 引き続き実施事業所の増加に努め
る。

環境保全課

64 ▼ 地域環境計画策定市
町村数

増加を目指す 18市町村
[H13]

35市町村 ◎ 情報提供等により、市町村の環境
基本計画策定を支援していく。

環境政策課

15団体
[H20]

　95団体
　[H18]
※ 平 成 20 年 度 に
ホー ム ペ ージを一
新し、新たに団体の
登録 を開 始し たた
め、初期値を変更

県内環境ボランティア
団体数
： 福 岡 県 NPO ・ ボ ラ ン
ティアセンターのホーム
ページの「環境」の分野
に掲載している団体数
です。

　③　自主的取組の促進とパートナーシップ

－176－


